
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの声をぜひ、お寄せください。 

日本共産党埼玉県委員会 

☏048-658-5551 Web http://jcp-sai.jp 

1 人ひとりが大切にされる政治へ 

戦争法強行、消費税増税など、平和とくらしを無視する安倍・自民公明政権。

夏の参院選挙では、みんなで「ノー」の審判を突きつけましょう。 
日本共産党の躍進と野党共闘の前進で 
 戦争法を廃止し、立憲主義を取り戻そう 

憲
法
が
保
証
し
て
い
る
基
本
的
人
権
、
生
存
権
な
ど
、
憲
法
を
く
ら
し
に
生
か
し
、
国
民
一
人

ひ
と
り
、「
個
人
」
が
大
切
に
さ
れ
る
政
治
を
め
ざ
し
ま
す
。 

日
本
共
産
党
は
、
憲
法
違
反
の
戦
争
法(

安
保
関
連
法)

強
行
と
、
消
費
税
増
税
な
ど
国

民
の
く
ら
し
を
破
壊
す
る
安
倍
自
公
政
権
に
た
い
し
、
国
民
の
願
い
を
胸
に
、
野
党
が
共

同
し
、
日
本
の
平
和
と
く
ら
し
を
守
る
た
め
全
力
を
あ
げ
て
い
ま
す
。 

暴
走
す
る
安
倍
政
権
ス
ト
ッ
プ
へ
、
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま
す
。 

埼玉県の予定候補 あ
な
た
の
声
で
政
治
は
動
き
ま
す 

安
倍
自
公
政
権
の
改
憲
・
暴
走
政
治
が
続
い
て
い
ま
す
。 

憲
法
は
、
侵
略
戦
争
へ
の
反
省
を
も
と
に
、
平
和
を
願
う

第
９
条
の
「
戦
争
放
棄
」
と
、
基
本
的
人
権
と
国
民
の
生
存

権
な
ど
保
証
し
て
い
ま
す
。
こ
の
道
こ
そ
、
社
会
保
障
拡
充
、

安
定
し
た
雇
用
、
貧
困
と
格
差
の
是
正
な
ど
、
国
民
が
直
面

し
て
い
る
問
題
を
打
開
す
る
道
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

い
ま
、
変
え
る
べ
き
は
、
憲
法
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き

た
自
民
党
政
治
で
す
。
今
度
の
参
院
選
挙
は
、「
自
民
党
改
憲

案
・
安
倍
改
憲
を
許
す
の
か
」「
憲
法
を
守
り
、
平
和
と
く
ら

し
に
生
か
す
道
か
」
が
、
一
大
争
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
憲
法
を
変
え
る
な
」、
こ
れ
は
国
民
の
声
で
す
。 

日
本
共
産
党
は
、
憲
法
違
反
の
戦
争
法(

安
保
関
連
法)

を

廃
止
し
、
立
憲
主
義
、
平
和
主
義
、
民
主
主
義
を
取
り
戻
し
、

祖母の「戦争は 2 度とダメ

だ」の教えを胸に、「平和でこ

そ幸せが実現できる」と、党

県民運動委員長として、県民

要求実現の先頭に立つ。 

選挙区予定候補一覧 

比例代表予定候補一覧(活動地域) 

鳩ヶ谷市議、埼玉県議 14 年、

住民とともに運動。「だれの子も

戦場に送らない」「くらしの願い

を国政に」をモットーに北関東

を駆けめぐる。 

2016年５月号外 発行/日本共産党埼玉県委員会 
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新埼玉 日本共産党の見解を紹介します 

 

千
葉
県(

定
数
３) 

浅
野
ふ
み
子(

新) 

東
京
都(

定
数
６) 

山
添 

拓(

新) 

埼
玉
選
挙
区 

伊
藤 

岳(

新) 

神
奈
川
県(

定
数
４) 

あ
さ
か
由
香(

新) 

茨
城
県(

定
数
２) 

小
林
き
ょ
う
子(

新) 

比
例
代
表 

お
く
だ
智
子 (

新) 

市
田 

忠
義(

現)

・
全
国 

田
村 

智
子(

現)

・
東
京 

椎
葉
か
ず
ゆ
き(

新)

・
南
関
東 

参院選首都圏の予定候補者一覧 

伊藤 岳 
１９６０年川口市生まれ、中･高

を草加、越谷で学ぶ。教師をめ

ざし文教大学。平和な社会願い

１９７９年日本共産党に入党。

県民運動委員長として、戦争法

廃止、消費税増税ノー、原発ゼ

ロめざす運動などの先頭に。 

参院埼玉選挙区予定候補 

比例代表は「日本共産党」  
選挙区は「候補者の名前」で‥‥ 

 

と政党名で 参議院比例代表

は、個人名でも投

票できます 

(制度解説) 

参院選 
投 票 方 法 

平
和
・く
ら
し
、
人
が
大
切
に
さ
れ
る
社
会
め
ざ
し
ま
す 
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日
本
共
産
党
の
改
革
提
案
で
す
。
大
企
業
は
ボ
ロ
も
う
け
な
の
に
、
賃
金
は
目
減
り
す
る
ば
か
り
。
消
費
税
８
％
で
景

気
も
悪
化
―
安
倍
政
権
の
３
年
間
で
く
ら
し
も
経
済
も
深
刻
な
状
況
で
す
。
日
本
共
産
党
は
「
格
差
を
た
だ
し
、
経
済
に

民
主
主
義
を
」
と
訴
え
、「
三
つ
の
改
革
」
を
掲
げ
て
、
破
た
ん
し
つ
つ
あ
る
安
倍
暴
走
政
治
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
政
治

の
転
換
を
は
か
り
ま
す
。 

第
一
の
改
革
は
、
「
負
担
能
力
に

応
じ
て
」
の
原
則
に
立
っ
て
、
税
金

の
集
め
方
を
変
え
る
こ
と
で
す
。 

所
得
の
低
い
人
に
重
く
の
し
か

か
る
消
費
税
は
、
最
悪
の
景
気
破
壊

税
で
す
。
１０
％
へ
の
増
税
は
き
っ

ぱ
り
中
止
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

増
税
す
る
な
ら
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

で
大
も
う
け
し
た
富
裕
層
と
大
企

業
か
ら
で
す
。
４
兆
円
の
減
税
バ
ラ

マ
キ
を
中
止
し
、
株
取
引
な
ど
富
裕

層
へ
の
課
税
を
強
化
す
べ
き
で
す
。 

消費税１０％中止 
増税は大企業・富裕層に 

社会保障を最優先に 

第
二
は
、
税
金
の 

使
い
方
を
変
え
る
こ
と
で
す
。 

社
会
保
障
の
削
減
路
線
を
や
め
て
、
年
金

削
減
の
中
止
、
医
療
費
の
負
担
軽
減
、
介
護

保
険
の
負
担
軽
減
、
介
護
労
働
者
の
待
遇
改

善
を
は
か
り
ま
す
。 

保
育
所
の
待
機
児
は
、
国
の
財
政
支
援
で

緊
急
に
３０
万
人
分
の
認
可
保
育
所
を
建
設
。

保
育
士
の
賃
金
を
引
き
上
げ
ま
す
。 

大
学
学
費
は
１０
年
で
国
公
立
も
私
学
も

半
減
。
月
額
３
万
円
の
給
付
奨
学
金
（
現
行

受
給
者
の
半
分
・
７０
万
人
）
を
つ
く
り
ま
す
。 

海
外
で
戦
争
を
す
る
た
め
の
大
軍
拡
を
や

め
て
暮
ら
し
に
回
さ
せ
ま
す
。 

アベノミクスの破たん 
 鳴り物入りで登場した「アベノミ

クス」の破たんがはっきり 
 
１つは、大企業がもうかればやがて家

計にも回ってくる―という「トリクルダ

ウン」（滴り落ちる）政策が妄想だった

ことです。 
 
大企業は、円安や法人税減税などの恩

恵で過去最高益を更新し、内部留保＝た

め込み金は３００兆円を突破。しかし､

実質賃金は４年連続で減少しました。非

正規雇用が増える一方、正社員は安倍政

権の３年間で２３万人減。 
 
２つは、消費税大増税路線です。 

８％増税について日本共産党が「景気

悪化への引き金を引く」と中止を求めた

のに対し、安倍首相は「影響は一時的」

といって増税を強行しました。ところ

が、増税から２年、家計消費は落ち込ん

だまま。首相も「予想以上に長引いてい

る」と認めざるをえません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
３つは、「異次元金融緩和」の破たん

です。 

急激な円安と株高で富裕層や大企業

は大もうけしましたが、国民には生活必

需品や資材の値上がりなどが押し付け

られました。 

第
三
は
、
働
き
方
を
変
え
る
こ
と
で
す
。 

 

派
遣
法
の
抜
本
改
正
、
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
の
法
制
化
で
、
非
正
規
か
ら
正
社
員
へ
の

流
れ
を
つ
く
り
ま
す
。
中
小
企
業
へ
の
支
援
を

強
め
、
最
低
賃
金
を
「
今
す
ぐ
、
ど
こ
で
も
時

給
１
０
０
０
円
」
に
引
き
上
げ
、
さ
ら
に
１
５

０
０
円
を
め
ざ
し
ま
す
。 

 

残
業
時
間
は
「
年
３
６
０
時
間
が
上
限
」
と

法
律
に
明
記
し
、
翌
日
の
勤
務
ま
で
１１
時
間
以

上
の
休
息
時
間
を
保
障
し
て
、
過
労
死
ま
で
生

最低賃金上げ、ブラック企業なくす 

 む
異
常
な
長
時
間

過
密
労
働
を
な
く

し
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス

残
業
を
さ
せ
た
ら

残
業
代
を
２
倍
に

し
て
払
わ
せ
る
“
倍

返
し
”
で
ブ
ラ
ッ
ク

企
業
を
根
絶
し
ま

す
。 


